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監査基準委員会報告書 210「監査業務の契約条件の合意」の改正について

2022 年 ６月 16 日

日本公認会計士協会

新 旧

監査基準委員会報告書 210

監査業務の契約条件の合意

監査基準委員会報告書 210

監査業務の契約条件の合意

2 0 1 1 年 1 2 月 22 日 20 1 1 年 1 2 月 22 日

改正 2 0 1 4 年 ４ 月 ４ 日 改正 2 0 1 4 年 ４ 月 ４ 日

改正 2 0 1 5 年 ５ 月 2 9 日 改正 2 0 1 5 年 ５ 月 2 9 日

改正 2 0 1 9 年 ２ 月 2 7 日 改正 2 0 1 9 年 ２ 月 2 7 日

改正 2 0 1 9 年 ６ 月 1 2 日 改正 2 0 1 9 年 ６ 月 1 2 日

改正 2 0 2 1 年 １ 月 1 4 日 改正 2 0 2 1 年 １ 月 1 4 日

改正 2 0 2 1 年 ６ 月 ８ 日 最終改正 2 0 2 1 年 ６ 月 ８ 日

最終改正 2 0 2 2 年 ６ 月 1 6 日

日 本 公 認 会 計 士 協 会 日 本 公 認 会 計 士 協 会

監 査 基 準 委 員 会 監 査 基 準 委 員 会

（報告書：第 70 号） （報告書：第 70 号）

《Ⅰ 本報告書の範囲及び目的》 《Ⅰ 本報告書の範囲及び目的》

（省 略） （省 略）

《Ⅱ 要求事項》 《Ⅱ 要求事項》

（省 略） （省 略）

《Ⅲ 適用指針》 《Ⅲ 適用指針》

《１．本報告書の範囲》（第１項参照）

A1．品質管理基準委員会報告書第１号「監査事務所における品質管理」第 30 項は個々の契約

の新規の締結や更新に関する監査事務所の責任を定めている。監査契約の締結その他の監査

人が管理する事項における関連する職業倫理に関する規定（独立性に関連するものを含む。）

に係る監査人の責任は、監査基準委員会報告書 220 第 16 項から第 21 項に記載されている。

本報告書は、企業が管理する事項で、監査人と企業経営者の合意が必要となる事項（又は前

提条件）に関する実務上の指針を提供している。

《１．本報告書の範囲》（第１項参照）

A1．保証業務（監査業務を含む。）の契約は、依頼されている業務が保証業務として成立する

一定の特徴を有しており、業務実施者が独立性や職業的専門家としての能力を含む職業倫理

に関する規定を遵守できると判断した場合にのみ、新規に締結又は更新することができる。

監査契約の締結その他の監査人が管理する事項における職業倫理に関する規定に係る監査

人の責任は、監査基準委員会報告書 220 第８項から第 10 項に記載されている。本報告書は、

企業が管理する事項で、監査人と企業経営者の合意が必要となる事項（又は前提条件）に関

する実務上の指針を提供している。
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（省 略） （省 略）

《Ⅳ 適用》 《Ⅳ 適用》

（省 略） （省 略）

本報告書（2022 年６月 16 日）は、2023 年７月１日以後開始する事業年度に係る財務諸表

の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用する。

なお、公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024 年７月１日以

後に開始する事業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中

間財務諸表の中間監査から適用する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び

中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用することを妨げない。なおその場

合、品質管理基準委員会報告書第１号（2022 年６月 16 日）、品質管理基準委員会報告書第

２号「監査業務に係る審査」（2022 年６月 16 日）及び監査基準委員会報告書 220（2022 年

６月 16 日）と同時に適用する。

以  上 以  上

以  上


